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平成２９年度 事業計画 

 
はじめに 

 

国が進めている社会福祉法人改革については、厚生労働省の「社会福祉法人の在り方

等に関する検討会」の報告書が平成２６年７月に公表され、それを受けて社会保障審議

会福祉部会は、社会福祉法人制度の意義をあらためて整理するとともに、法人運営のガ

バナンスの強化、経営の透明性の確保、財務規律、社会福祉法人の公益性、公益性を示

す取り組み等について検討し、平成２７年２月に報告書を取りまとめた。この報告を受

け、国は関係法令の改正を実施し、社会福祉法人の公益性・非営利性を徹底し、地域社

会への貢献を可視化することなどを明確化することとした。 

 
 ２９年度は、吉城福祉会として、これらの法改正の内容を正確に把握し、適切に対応して

いくことが求められる。また、平成２７年度から向こう５カ年を見通して策定した吉城福祉

会中期経営計画についても、その内容について課題や問題点を再確認し、その対応策を検討

しながら、具体的な計画として実施する必要がある。平成２７年度には、中期経営計画に基

づき、給与規程及び就業規則の大改革を実施し、２８年度継続実施してきたが、平成２９年

度以降も法人全体の事業運営について、社会福祉法人改革ともリンクしながら、今後どのよ

うに取り組んでいくのか検討を進め、その実現に向けて努力していかなければならない。 
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基本理念・行動規範・職員行動指針 

社会福祉法人はその存在意義を明確にし、社会福祉事業を経営する信頼性の高い法人

であることを示していく必要がある。そのため『吉城福祉会基本理念』を定めるととも

に、社会福祉法人の使命である「社会、地域における福祉の充実・発展」に寄与するため

に、全国社会福祉施設経営者協議会が行動指針として整理した４つの基本姿勢と１６の

取り組み課題を『吉城福祉会行動規範』として定め、実践していく。 

また、基本理念の実現のため、『吉城福祉会職員行動指針』を定め、全職員が実践し

ていく。 

社会福祉法人吉城福祉会 基本理念 

 

『互助の精神のもと、住み慣れた地域で、四季を通じ、すべての住民が地域社会の 

一員として、変わりなく健やかで生きがいのある生活を送ることができるよう、 

住民の福祉の増進に寄与する。』 

 

 

  社会福祉法人吉城福祉会 行動規範（ポイント） 

 

Ⅰ：利用者に対する基本姿勢 

① 人権の尊重：利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するととも

に、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努めます。 

② サービスの質の向上：常に利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを

提供するよう努めます。 

③ 社会・地域との関係の継続：利用者の生活が施設やサービスの中で完結すること

なく、家族や知人・友人、地域住民との関係が継続、さらに促進されるように支

援します。 

④ 生活・ケア環境の向上：良質かつ安心・安全なサービス提供を実現するため、利

用者の生活環境・ケア環境の整備に努めます。 

Ⅱ：社会に対する基本姿勢 

⑤ 地域福祉の推進：地域における福祉システムの構築に主体的に関わり、多様な関

係機関、組織、個人との連携・協働を主導して地域の福祉課題に取り組みます。 

⑥ 公益的取り組みの推進：低所得者の支援や、既存の制度では対応できない地域の

生活課題・福祉需要に即応した先駆的、開拓的な取り組みを推進します。 

⑦ 説明責任（アカウンタビリティー）の徹底： 福祉サービスの社会に与える影響の

大きさを自覚し、利用者、地域とのコミュニケーションを図るとともに、積極的

な情報開示、情報提供等に努め、説明責任を果たします。 

⑧ 行政との連携・協力の促進：地域の福祉増進に向けて、行政との連携・協力を図

り、かつ健全な関係を保持します。 

  Ⅲ：福祉人材に対する基本姿勢 

⑨ トータルな人材マネジメントの実現：経営理念に基づき、めざす事業経営を実現

するため、期待する職員像を内外に明示し、トータルな人材マネジメントシステ

ムを構築します。 

⑩ 職員処遇の向上：良質な福祉人材を確保するため、賃金改善はもとより、それに

とどまらない職員処遇全般の向上に取り組みます。 

⑪ 働きがいのある職場の実現：円滑なコミュニケーションのもと、職員が仕事を通

じて成長と達成を実感できる職場づくりを進めます。 

 



3 

 

⑫ 職員育成の充実：法人の期待する職員像に基づき、職務能力の開発及び全人的な

成長を目的とした人材育成に取り組みます。 

  Ⅳ：マネジメントにおける基本姿勢 

⑬ コンプライアンスの徹底：社会福祉法人組織やその事業を実施するうえでの関係

法令はもとより、法人の理念や諸規程さらには広く社会的ルールやモラルを遵守

した経営に努めます。 

⑭ 組織統治（ガバナンス）の確立：コンプライアンスを徹底し、公正かつ透明性の高

い適正な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築して組織全体を適切に統

治します。 

⑮ 財務基盤の安定：公益性の高い事業活動の推進および信頼性の高い効果的・効率

的経営の観点から、安定的な財務基盤の確立と適切な財務管理・会計処理を行い

ます。 

⑯ 経営管理者の役割の遂行：社会福祉法人の経営管理者は、リーダーシップを発揮

し、「社会福祉法人行動指針」の実践に努めます。また、趣旨に反する事態が発生

した場合は、経営者自らが問題解決にあたる姿勢を明確にし、原因を究明すると

ともに説明責任を果たし、再発防止に努めます。 

  

 

社会福祉法人吉城福祉会 職員行動指針 

 

１． 私たちは、常に学習し、より良い支援やサービスの提供に努めます。  

２．私たちは、常に人権を尊重し、公正・公平な支援やサービスを行います。 

３．私たちは、いつどこでも、誰に対しても、丁寧で優しい言葉で接します。 

４．私たちは、常に利用者のニーズと意志を尊重し、誠意を持って対応します。 

５．私たちは、常に自らの健康管理に留意し、健全な心身の維持に努めます。 

６．私たちは、常に社会の一員としての自覚を持ち、地域福祉の発展に努めます。  

 

 

経営する事業 

 

【第一種社会福祉事業】 

養護老人ホームの経営 

【第二種社会福祉事業】 

老人デイサービスセンターの経営 

保育所の経営 

一時預かり事業の経営 

老人居宅介護等事業の経営 

障害福祉サービス事業の経営 

特定相談支援及び障害児相談支援事業の経営 

移動支援事業の経営 

【公益事業】 

訪問入浴介護事業 

居宅介護支援事業 
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法人運営 

 

社会福祉法人改革の趣旨に沿い、平成２９年度から改正社会福祉法に則った運営方法

を確立していく。そのため、組織体制の強化を図るため、理事会・評議員会の役割と責

任について、理事会（理事）が積極的に法人運営に関与すると共に、和光園の建替え、

通所介護事業の新施設整備、現行事業の精査や新たな事業の模索、外部団体との渉外活

動等を重点的に進めると共に、監事についても専門的観点から指示や助言をいただくな

ど、内部統制の確立を更に進める事とする。 

理事会開催予定：５月(旧理事)･６月(新理事)･１１月･３月（その他、随時） 

評議員会開催予定：６月(新評議員)・３月（その他、随時） 

理事・監事任期： 平成 29年 6月～平成 31年 6月の定時評議員会の日 

評議員任期：   平成 29年 4月 1日～平成 33年 6月の定時評議員会の日 

評議員選任・解任委員会： 監事 1名、事務局 1名、外部委員 1名（常設） 

 

 

事業運営 

 

[サービスの基本目標] 

各サービスのご利用者及び入所者、園児の意志や人格を尊重し、また、ご家族の意向

にも充分配慮し、地域や家庭との結びつきを重んじ、行政機関や他の福祉サービス事業

者及び保健医療サービス事業者等と密接な連携を持ち、可能な限りご利用者それぞれの

能力に応じた平穏な日常生活が送れるように、また、その能力の維持向上を図り、将来

に活かせるように自己実現をサポートしていく。 

 

事業運営にあたっては、[サービスの基本目標]を念頭に、常にご利用者や入所者、園

児の最善の利益を考慮し、健康で安心安全な生活ができる環境づくりに努めると共に、

各種法令を遵守し、適切・適正な運営を心がける。また、平成 28年度より新たに施行し

た給与規程や就業規則に基づき、各園長や施設長、また事業を統括するチーフ及びサブ

チーフを中心に、専門的でよりきめ細やかな対応を目指す。また、利用者アンケート等

を実施して内部評価を実施し、適正かつ良質のサービス提供に向けた努力を続けると共

に、今後は外部評価制度も導入し、更に公益的な社会福祉法人として経営の安定を図っ

ていく。 

 

広報活動については、各事業の紹介やＰＲとなる広報紙を年に３回（5 月、10 月、2

月）発行し、今後も更に吉城福祉会が周知されるよう努力していきたい。また、ホーム

ページについては、専任の職員を中心として作業を進め、平成２９年度においては、全

ての事業について最新の情報を発信できるように取り組むと共に、併せて介護職員等確

保の観点からもフェイスブック等 SNS を利用した新しい情報発信について更に研究、実

施していく。 

 

職員の確保や配置については、福祉という仕事自体、人材そのものがサービスの基本

となる中で、計画的な新規の職員採用の他、産休職員や病欠職員の代替職員等、あらゆる

部分で法人として将来に向けて人材を育て底上げをしていくことが必要であり課題とな
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る。ハローワークや地元雑誌や広告、SNS 等も利用しながら職員確保に努めていきたい

と考える。また、各事業間での人事交流を実施し、経験の長い職員から経験の浅い職員へ

の介護技術等の継承を進めると共に、バランスのとれた職員配置に配慮しながら、密接

な職員関係を築いていけるように進めていく。また、職員の幅広い人材確保という面も

含め、冬場に神岡町から通勤するのが苦痛との意見もあるため、長く勤務していただく

ためにも職員寮のようなものを古川町内に設置できると良いと考えるため平成 29 年度

中に方向性を出し進めていきたい。 

 

 

職員研修については、年間計画に基づいて計画的に実施するが、職員数が増える中で

全職員による全体研修の実施が難しい現状も出てきており、全体研修のあり方について

見直しが必要であると思われる。職員とご利用者、ご家族との信頼関係を形成して行く

中で、職員自身も自己研鑽に努め、喜びや意欲をもって仕事にあたることが出来るよう

職員教育に努める。 

また、各職域ごとの現場に則した部門研修についても引き続き実施しながら、より一

層内容を充実させ、全体研修とのバランスを考えていきたい。研修内容等については、サ

ービスの質を高めるために、まず職員の質の向上に努め、ご利用者の最善の利益を考慮

し、人権に配慮したサービス提供を行うために、職員の倫理観、人間性、責任の理解と自

覚について研修を行うと共に、職員間の繋がりを大切にするために、情報の共有、共通の

理解を図り、協働性を高めるよう研修や指導を行いたい。 

虐待問題については、特に平成２８年４月１日から障害者差別解消法も施行されたこ

とを踏まえ、児童、老人、障がい者と合わせて法令順守も含めた研修を実施すると共に、

マニュアルの整備及び個人情報保護及びマイナンバー制度も含めて徹底についての研修

等も実施していく。 

 

職員厚生については、全職員の健康診断の実施や、インフルエンザの予防接種、人間

ドックの受診などの他、メンタルヘルス・腰痛予防等についての研修や個別相談なども

実施し、常に職員の健康管理に留意しながら、引き続き健康で安全な職場づくりをめざ

していきたい。また、常勤職員については引き続きソウェルクラブに加入するなど、厚

生面の充実を図っていく。 

 

職員給与に係る待遇については、吉城福祉会として今後の事業展開を考慮しながら収

支のバランスがとれた経営が将来的に維持できるよう、平成２８度から新たな給与規程

及び就業規則を導入したが、今後も適正な人事管理と労務管理に努めていく。 

 

各施設の危機管理については、ハートピア古川内の本部事務局及び古川デイサービス

センター、河合デイサービスセンター、宮川デイサービスセンター、養護老人ホーム「和

光園」、飛騨市障がい者自立支援施設「憩いの家」、増島保育園と六つの拠点施設となる

が、火災や風水害など有事の際にご利用者、入所者、園児の方に被害が及ばぬよう、人

命の保護を第一に考えた防災組織体制の確立や、災害対処及び地震水害等の対処マニュ

アルに基づいた避難訓練等を随時実施し、安全の確保を徹底する。また、平成２８年度

中に取り掛かった「事業継続計画（ＢＣＰ）」の策定は、各施設や事業で状況等が違うため、

平成２９年度も現場とキャッチボールをしながら策定を進め、平成 29 年 9 月 1 日までには

完成させ、訓練等を通して有事に備えたい。衛生管理についても、近年特に感染症や食中
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毒（インフルエンザ、ノロウィルス等）の発生が顕著になっており、施設から感染者を

出すことのないように衛生面での安全への配慮も徹底し、各事業に則した対応マニュア

ルを整備すると共に、ご利用者、入所者、園児の他、職員の健康管理についても細心の

注意を図っていく。事故対応等については、送迎マニュアル及び事故対応マニュアルを

作成し研修を行っており、以前より件数は減っているが、少なからずご利用者の軽度事

故やヒヤリハット、職員の交通違反や車両事故などが発生している現状から、マニュア

ルの見直しや交通安全の研修等を随時行いたい。 

 

事務の効率化については、全ての事業において、事務処理に関するＯＡ化を推進し、

費用対効果についても留意しながら事務効率の改善に努めていきたい。また、社会福祉

法人会計については、平成２６年度から新基準に対応した新しい会計クラウドシステム

を導入し適正な会計処理を進めているが、引き続き、各拠点に会計担当者を配置し、各拠

点単位での伺い書の申請が本部で管理できるよう実施すると共に、予算管理についても、

施設長級の職員に対して会計研修等を実施するなどして、本部の他、各拠点においても

各事業ごとの収支状況について常に把握し対応できるよう改善し、適正な予算管理に努

めていく。 

 

飛騨市の指定管理事業 

 

養護老人ホーム「和光園」については、新たに第３期の３年目、通算で１１年目の運

営となる。介護が必要な入所者が増加しており、また、生活環境に問題があり独居が困難

なために入所される方、緊急避難的に短期入所を利用される方等が続いている現状の中

で、引き続き入所者の定員割れが続いている。飛騨市では平成３１年度までに現施設の

建て替えを計画されているが、今後の施設のあり方や運営方法などについて、飛騨市と

連携しながら更に検討を進めていく。 

 

障がい者自立支援施設「憩いの家」については、第３期の２年目、通算で１０年目の

運営となるが、就労継続支援Ｂ型事業所として事業の安定が図れるよう更に全力で取り

組んでいく。また、街中にサテライト等の運営を検討し 29 年度中に実施していきたいと

考える。 

 

増島保育園については、新たに第２期の３年目、通算で６年目、移行調整期間を含め

ると７年目の運営となる。飛騨市で初の保育園民間指定管理事業者として吉城福祉会の

運営については高評価をいただいている。平成２８年度は、以上児の自園調理給食の導

入を予定していたが、工事が思うように進まなかったこともあり、平成２９年度が自園

調理給食の本格稼動となるが、諸々の状況にしっかり対応し円滑に実施していきたい。

また、今までの園長が定年となり、新しい園長となっていくが、新しい体制も含め、今

後も常に課題を探り要望を聴取しながら、地域から信頼される開かれた保育園を目指し

ていく。 

 

通所介護事業については、平成２５年１１月より指定管理運営へと移行したが、吉城

福祉会にとって根幹となる事業であり、この事業の収益が法人運営を左右しかねないこ

とから、法人にとってマイナスにならぬように、またご利用者にご迷惑が掛からぬよう

心掛けながら引き続き運営していく。 
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平成２８年度は、古川デイサービスは通常規模として、河合・宮川デイサービスの小規

模な通所介護については、地域密着型通所介護として運営していくようになったが、特

に河合デイサービスセンターについては、過疎地域での宿泊機能を備えた小規模多機能

施設としての運営について今後引き続き研究を進めつつ、２９年度途中に宿泊サービス

が実施できるよう飛騨市と共同して進めていく。 

  また、河合保健福祉センターについては引き続きであるが、宮川保健センターについ

ては、２９年度から建物管理を行うため、建物の防火管理や危険物取扱い設備管理につ

いても徹底して進めていく。 

 

今後の事業展開 

 

介護保険制度改正に伴い、介護予防事業が総合事業（地域生活支援事業）へと移行した

が、今後も小規模多機能居宅介護の研究や今後の通所介護事業の進め方など、総合的な

施設運営の研究も進めていく。また、和光園の改築に伴う本部機能の移転や、将来に向け

て２４時間体制での定期巡回型訪問介護、老人や障がい者、障がい児童、生活困窮者への

支援等、個々の相談から各事業へと繋ぐことが出来るよう総合的な調整機能を備えた取

り組みについても検討し、更には障がい者グループホームや就労移行支援などの整備、

総合相談支援等についても、地域貢献事業と関連づけながら研究を進めていく。 

特に障がい者グループホームについては、現和光園の建替え後に既存の建物を改修工

事しグループホームへと飛騨市からは言われているが、ご利用者のニーズを考慮し、平

成 29 年度中に計画し、平成 30 年度には 1 箇所でも運営できるように、シェアハウス等

も考えの１つとして考慮しながら進めていきたいと考える。 
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○ 通所介護事業（老人デイサービスセンター） 

 

  通所介護事業については、平成２５年１１月より飛騨市の指定管理者として運営して

いる。 

この事業は、利用者の身体状況やアンケート結果、さらにはケアマネージャーからの

情報を基に、個々の介護ニーズを的確に把握し、それらに適切に対応することを基本に

運営する。また、関係法令を遵守し、古川デイサービスセンター・河合デイサービスセ

ンター・宮川デイサービスセンターの３施設が、それぞれの特色や独自性を活かしなが

ら、質の高いサービスを同レベルで提供できるよう工夫し、全ての施設において、利用

者それぞれのニーズに即した良質のサービスの提供について努力するとともに、各スタ

ッフが利用者から信頼を得られるよう、職員の資質の向上のための研修会や勉強会等に

積極的に派遣するなど、事業所全体のレベルアップを図りたい。 

   障がい者への対応については、引き続き、障がい者デイサービス事業を飛騨市より受

託し運営する。 

   平成２７年４月の介護保険法の改正により、予防給付事業が県から市へ下りてきたこ

とから、法律の示す平成３０年度までは３つの事業が存在することとなった。当面の間

は、基準緩和サービスは実施しないが、今後の情勢を見極めながら引き続き研究を進め

ていきたい。 

 

 

 

☆古川デイサービスセンター（介護給付：通常規模型通所介護） 

（予防給付：介護予防通所介護） 

             （介護予防・日常生活支援総合事業：第１号通所介護） 

 

古川デイサービスセンターにおいては、平成２４年度の介護保険法の改正に伴い、サ

ービス提供時間の延長を行い、午前９時から午後４時１５分までをサービス提供時間と

し、利用者へのサービス向上を図っているが、平成２９年度も引き続き実施する。また、

利用ニーズの高い年末の運営日を増やすため、昨年度に引き続き１２月３０日までの運

営をする。日曜日の運営については、新しい施設整備の検討の中で、昼食の外注や職員

配置・定員数など考慮しながら、実施に向けて研究を進めていきたい。 

また、現在の古川デイサービスセンターでは、個別機能訓練や運動機能向上の利用者

も増えていることや、介護度中重度者の受け入れがサービスの特色の１つとなっており、

今後も継続して、従前から定評のあるレクリエーションに力をいれながら、この２つの

特色を活かしていきたい。 

介護保険の制度改正に伴い、法律の示す平成３０年度までは、状況や情勢を見ながら

介護給付、予防給付、介護予防・日常生活支援総合事業の３事業体制で向いたいと考える

が、今後も定期的に行われる介護保険制度改正に適正に対応しながら、古川デイサービ

スセンターが地域の中でどうあるべきなのかを常に考え、個人のニーズに的確に答えら

れるサービスの提供を基本目標に、利用者の増加と安定を図りたい。 

今後も、３施設の中核としての常に情報発信に心がけ、利用者・ご家族・地域やボラ

ンティアとのコミュニケーションを大切にしていきたい。 
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☆河合デイサービスセンター（介護給付：地域密着型通所介護） 

             （介護予防・日常生活支援総合事業：第１号通所介護） 

☆宮川デイサービスセンター（介護給付：地域密着型通所介護） 

             （介護予防・日常生活支援総合事業：第１号通所介護） 

 

   河合デイサービスセンターにおいては、利用者数は昨年比で言えばトータル的には多

少増えているが、河合地区の高齢者数を見ても今後数年は緩やかな増加傾向または現状

で推移していくと思われる。 

   宮川デイサービスセンターにおいては、絶対的な人口が少ないことや地域特性として、

身体状況が悪くなれば入院か地域外にいる子供のところに転居するというような風潮が

あり、利用者数が増える現状ではないが、昨年比で言えば多少利用者数は増えていた。

今後は緩やかに減少していくと思われる。 

山間僻地の福祉が後退することの無いようにとの法人設立の理念と、法人の健全運営

という相反する問題を解決していくことが急務であるが、社会福祉法人としての地域貢

献のあり方が問われている現状を総合的に考えると現状では河合と宮川を統合せず運営

する方が望ましいと考える。しかし現状のままの運営では長期的にみると衰退していく

ことが懸念され、地域密着型への移行という新たな一歩を踏み出すにはよいタイミング

であると考え、河合・宮川デイサービスそれぞれ独立し、地域に寄り添った介護サービ

スの実現を目指していきたい。 

そうした意味では、平成２７年４月の介護保険法の改正に伴い、小規模な通所介護事

業所については、地域の実情に見合った施設内容へ変更をしていくようになっていたが、

平成２８年４月から、河合デイサービスは定員１８名、宮川デイサービスは定員１５名

とし、地域密着型通所介護へと指定変更を行い運営しており、平成２９年度も変わらず

運営をしていく。また、介護予防事業については、県から市に下りてきたため、介護予

防・日常生活支援総合事業の体制で対応したいと考える。 

今後について、河合デイサービスセンターの現在の利用者数、利用者の居住環境、現

河合町保健福祉センターのキャパシティー等を考えると、地域密着型小規模多機能型居

宅介護への移行も可能であると思われるが、飛騨市の意向も踏まえながら、２９年度中

に定款変更等を実施した上で、宿泊サービスを月に４日程度から実施し、地域ニーズに

応えていきたい。また、他の事業所と比べ、地域がら比較的競争の少ない事業所であり、

介護保険外の地域のニーズにも幅広く目を向け、地域密着、地域に寄り添った新たな形

のサービスを幅広く提供出来るモデル的な事業に出来ないか飛騨市とも話し合いながら、

調査や研究を進めていきたい。 

 

＊ 利用定員  

古川デイサービスセンター（日曜日・12/31～1/3 休み）  １日 ３２名 

（利用目標：３０名/日） 

河合デイサービスセンター（基本：土・日曜日 休み）  １日 １８名  

                       （利用目標：１５名/日） 

※【宿泊サービス】４日/月程度（月 2 回金・土曜日実施予定）定員６名 

                       （利用目標：４名/日） 

宮川デイサービスセンター（土・日曜日・祝日 休み）  １日 １５名  

                    （利用目標：12.5 名/日） 
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○ 訪問介護事業（老人居宅介護等事業、障害福祉サービス事業、移動支援事業） 

【老人居宅介護等事業】（介護給付：訪問介護） 

（予防給付：介護予防訪問介護） 

             （介護予防・日常生活支援総合事業：第１号訪問介護） 

 

訪問介護事業については、利用者の身体状況や利用者家族へのアンケート結果、ケア

マネージャーからの情報を基に介護ニーズを的確に把握し、ケアプランに沿った適切な

対応を基本に運営していく。 

老人居宅介護等事業については、平成２７年４月の介護保険法の改正により、予防給

付事業が国から市へ下りてきたことから、平成３０年度まで３つの事業が存在すること

となった。当面の間は、基準緩和サービスは実施しないが、今後の情勢を見極めながら引

き続き研究を進めていきたい。平成２９年度も昨年度に引き続き、介護給付、予防給付、

介護予防・日常生活支援総合事業の３事業体制で向かっていく。 

事業実施にあたっては、関係法令を遵守すると共に、制度に沿った事業の推進や利用

者のニーズに即した良質のサービスが常に提供できるよう、今後の人材確保や人材育成

の観点からも、研修会や勉強会を通じ、職員全体のレベルアップを図っていきたい。 

障害福祉サービスについては、利用者が介護保険に移行するなど増減を繰り返してい

るが、今後もニーズは確実にあると思われるため、さらに利用者の掘り起こしに努め、職

員に対しては、引き続き専門分野の研修会に参加させるなど、専門的な訪問介護員の増

員も考えながら事業拡大が図れるよう努力する。また、以前から要望の多かった男性ヘ

ルパーを採用し、ニーズに応えていきたいと思う。 

   現状は、訪問介護の利用実績は少しずつ伸びている状態であり、職員体制を増強整備

すると共に、職員研修等を通して研鑽に努め、サービスの質を向上させながら利用拡大

を図っていきたい。 

平成２９年度はこれまで同様に短時間訪問や２４時間対応についての検討を引き続き

実施すると共に、今後は利用者ニーズは元より、今後の飛騨市の動きや介護保険の動向

に注視しながら、「保険外サービス」実施に向けての準備や「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護」等、日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に、あるいは密接に連

携しながら定期巡回と随時対応が実施できる方策等も研究し、訪問看護事業所と連携し

たサービスの提供も考えながら、将来に向けて質の高いサービスが提供できるよう検討

を進めていきたい。 

 

＊ 利用目標   １ヶ月 ６０名（常勤換算や運営規程上支障がない範囲で） 
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○ 訪問入浴介護事業（やすらぎ号） 

 

訪問入浴介護事業については、重度の方が利用の中心となっており、利用者の健康状

態に大きく左右されることや、ここ最近では新しい通所介護施設の増加やショートステ

ィの利用等により、ここ数年でご利用者は激減し、ピーク時の５分の１となっている。 

現在の収支状況では採算性が伴わない事業となっているが、訪問入浴介護事業は、飛

騨市で唯一、吉城福祉会が提供している事業であり、少ない利用者ではあるが、訪問入

浴を必要とされる方もある。また、使用する訪問入浴車は「２４時間テレビ」より寄贈

いただいたものであり、ある意味第三者からも期待されている事業とも言えることから、

社会福祉法人として継続する必要があると考えられる。 

今後は、飛騨市内を中心に居宅介護支援事業所へＰＲを継続的に行うのはもちろん、

吉城福祉会の広報誌等も利用し、更なる周知を図っていくことが重要であり、平成２８

年度に、従来の県の指定事業者としての事業形態を見直して、飛騨市指定の基準該当サ

ービスとして実施するよう変更し職員配置基準を緩和するなど努力したが、平成２９年

度も昨年度と同じように事業継続を図っていきたい。 

職員については、引き続き資質の向上に努め、研修会等を通じて制度についての理解

や専門性の向上を図り、また、訪問入浴車の操作方法についても徹底した研修を行い、事

故防止に努めると共に、道路交通法を厳守して安心・安全にサービスを提供し、ご利用者

に気持ち良く利用していただけるよう心掛けていきたい。 

   障がい者への対応については、引き続き「障がい者訪問入浴介護事業」を飛騨市より

受託し運営する。 

 

＊ １週間の営業日：３日間   １日の利用目標：３名 
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○ 居宅介護支援事業（ケアプラン作成） 

 

居宅介護支援事業については、ご利用者の増減が少なく加算を算定していることから

収益的には良く、経営的には安定した運営ができている。 

この事業は、すべての介護保険事業に通じた基本となるものであり、ご利用者の人数

によって、他の事業に大きな影響を与えるため、今後も地域包括支援センターや病院等

と連携を密にしながら周知に努め、更なる利用拡大を図り、通所介護事業や訪問介護事

業・訪問入浴介護事業の運営状況も考慮しながら、介護保険サービス全体の利用拡大に

繋げていきたい。 

介護予防プランについては、平成２７年４月の介護保険法の改正により、予防給付事

業が国から市へ下りてきたことから、平成３０年度までは県指定の予防給付事業、市指

定の介護予防・日常生活支援総合事業が併存することとなり、プラン作成については、

非常に分かり難い状況となったが、長い目で見れば、将来的に要介護者プランへ移行し

ていく可能性が高く、同じケアマネジャーが長いスパンで見ていくことで、ご本人やご

家族に安心感を与えられたり、収益的にも増収に繋がっていくと考えられるため、引き

続き地域包括支援センターとの連携を密にしながら、積極的に受託していきたい。 

また、飛騨市から、要介護認定調査の委託を受けているが、ケアマネジャーの勉強の

ためにも、飛騨市のためにも継続して実施していきたい。 

相談業務については、ケアマネジャーの基本ではあるが、ケアプラン作成のためだけ

に目を向けるのではなく、どんな些細な相談ごとにも積極的に対応するようにし、間口

を広げ、気軽にお立ち寄りいただける事業所を目指し、地域の方々の信頼を得られるよ

う努力していきたい。現状、市から新規を受ける際、遠方で他の事業所が怪訝するような

ケースの方でも積極的に受けているが、継続して受けていきたいと考える。 

職員体制については、今後の動向を見極め、他の事業も考慮しながら、２８年度中に

１名職員を増員したが、今後も配置転換や必要に応じ増員等も検討すると共に、良質の

サービスが常に提供できるよう、各種研修等を通じてケアマネジャーとしての資質の向

上を図ると共に、主任ケアマネジャーを中心としたチームワークの向上と、事業所とし

てのレベルアップを図っていきたい。 

 

 ＊ 利用目標 

    介護給付    １７０名 

  介護予防給付   ５０名  

（介護給付については、ケアマネジャー１名につき３５名が基本であるが、 

事業所平均において３９名まで担当していく。） 
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○ 養護老人ホーム事業（和光園） 

 

養護老人ホーム「和光園」については、平成１９年度より飛騨市の指定管理者として

運営しているが、平成２７年度以降も引き続き５年間の指定管理運営が決定しており、

３期目、通算で１１年目の運営となるため、過去１０年間の検証をもとに、今後も適正

な事業運営に努める。 

年々入所者の重度化が進み、約半数が介護を必要とする状態で、ヒヤリハットや軽度

事故、救急搬送なども多発している。平成２４年度からは、入所者に対するサービスの

向上という意味から夜勤体制を実施、平成２７年度には業務の見える化を実施し、職員

一人一人が業務を見直し、課題を明らかにして効率よく動くことができるように努めた。

今後も変わらず入所者がより安心安楽に過ごせる施設をめざし、生活環境の向上に努め

ていく。 

運営にあたっては、入所者はもちろん身元引受人や家族会との連携を密にし、職員に

ついても、他の職域の職員とも共通認識を持って信頼関係を築いていけるように努力す

ると共に、地域に開かれた施設となるよう、ボランティアの受け入れや夏祭りなど地域

住民との交流事業を継続しながら、入所者と障がい者自立支援施設憩いの家のご利用者、

吉城高校の生徒、増島保育園の園児との交流についても積極的に進め、地域との連携強

化を図っていきたい。また、制度に沿ったきめ細かな運営や利用者のニーズに適合した

良質のサービスが常に提供できるよう、各種研修等を通じて、職員個人のレベルアップ

と施設全体のサービスの向上をめざしていきたい。 

入所者の処遇については、入所者それぞれの身体状況や生活状況を勘案しながら個々

の要望を的確に把握し、その人に合ったサービスが適切に提供できるよう、入所者ごと

の個別処遇計画の見直しを随時実施すると共に、計画に沿った処遇を徹底する。 

看護職員は引き続き複数体制とし、重度化している入所者の健康管理をより強化する

とともに、介護や支援が必要な入所者については、外部の介護保険サービス等を積極的

に活用し、入所者自身の福祉の向上や介護予防に努めながら、職員の負担軽減にもつな

げていく。 

措置制度に基づいて行う養護老人ホームの運営にあたっては、支出削減及び収益向上

に努め、健全な経営を基本とする。平成２３年度辺りより、年間を通じて定員割れの状態

で、４～５名の欠員が続く時期もあり、経営的には非常に厳しい状況であった。平成２

８年度は一時は満床になることもあったが、現在は定員割れとなっており、今後も入所

者数は不安定な状態であると思われる。現状として、要介護者の入所等、本来の養護老人

ホーム対象者ではない入所者が多くなってきていることから、今後の方向性についてや

加算の見直し等の要望も含めて飛騨市との協議を進めていきたい。特定施設化について

は飛騨市の意向も踏まえて研究を続けると共に、余剰金については、計画性を持った設

備整備積立等を実施していきたい。 

   防災等の危機管理については、もしもを考えて引き続き定期的な避難訓練を行ない有

事に備えていくが、２９年度中には、しっかりとした事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、

職員、在園者に内容の周知徹底を図っていきたい。 

２９年度には、具体的に和光園の建て替えについて建設工事が始まっていくが、飛騨

市担当課と連携を密にしながら、平成３１年度のオープンに向けて、協力していきたい。 

和光園は、吉城福祉会が運営する事業の中で唯一の第一種社会福祉事業であり、今後
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も和光園の運営を吉城福祉会の基幹事業の１つとして永続的に運営できるよう、今後の

在園者の状況やニーズ、人口動態、福祉施策状況等を十分勘案しながら、将来に向けた

研究と準備を進めていきたい。 

  

＊ 利用定員    入所        ５０名 

ショートステイ    ４名（１日） 
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○ 就労継続支援Ｂ型事業（障がい者自立支援施設「憩いの家」） 

 

障がい者自立支援施設「憩いの家」について、平成２０年度より飛騨市の指定管理者と

して運営しているが、平成２３年度以降は新たに就労継続支援Ｂ型事業として運営をし

ている。平成２８年度より再び指定管理協定書を締結、運営期間は３年間となっており、

平成２９年度は指定管理運営３期目の２年目、通算１０年目の運営となる。 

障がいを持つ方が社会参加を果たしたり地域社会で自立していく為には、就労に繋が

る基礎的な能力を習得する訓練の場、その有する能力や適性に応じた就労の場の確保が

重要であることを念頭に、平成２９年度も安定した運営を目指す。また、映画「君の名

は。」の影響を受け２８年度途中から自主生産事業のヘンプが爆発的に売れていること、

飛騨市として観光客が滞在できお金を落とす場所を増やしたいとの意見があることを考

慮し、古川の街中にサテライト等が設置できるよう長期的な視野に立って検討を進めて

いきたい。 

事業所としては、利用者自身の目的にもよるが、一般就労の他、Ａ型事業所へのステッ

プアップ等に向けて訓練してもらうことが重要であると考えるため、対象者本人や家族

だけでなく、地域住民、行政、企業、各関係機関等をも巻き込みながら、開かれた施設と

して効果的な訓練ができるようにしていきたい。また、職員には、知識や技術の向上に努

めさせ、きめ細やかな支援を提供できるようにし、結果として利用者やご家族が「気軽に

憩いの家に行ける」「憩いの家に行けば自分自身が成長できる」と感じ、憩いの家に積極

的に通所して頂けるような施設を目指していきたい。 

工賃について、障がい者年金に頼った生活者が多いこともあり少しでも生活維持の後

押しができるよう、引き続き行政・地元企業・農家等の理解を得て十分な仕事量を確保

し、県平均、全国平均を超える額を支払えるよう努力していきたいし、支払額が増えるこ

とにより利用者が増えることにも繋がると考える。  

作業科目について、根幹の作業として、自主生産作業ではリサイクル封筒、スクリーン

印刷、ヘンプ、籾殻勲炭、農業。受注作業では草取り作業、フッ素テープの選別作業、和

光園の清掃作業、農作物の選別作業等があり、継続していきたいと考えるが、生産・販売

にかかる状況が徐々に変化していること、利用者が自律的に行う作業範囲を広げたいと

考えることから、既存の作業科目の取捨選択や新たな作業の開拓、差しあたってはネジ

封入作業、工業用トウガラシ管理作業の導入を検討していきたい。 

特に農業について、将来的に作業の柱としていく方針に基づき平成２６年度より工業

用トウガラシの栽培、平成２７年度より稲作を始めたが、職員が対応する範囲が広い為、

職員自身の知識や技術の向上や農業機械の確保等を図りつつ、利用者の作業を見出して

いきたい。 

社会適応訓練について、これまでに引き続き、全ての利用者を対象に、社会性の向上や

気分転換を目的とし月に１回程季節の行事及び、個々の利用者の良い所探しも兼ねた少

人数の外出等を実施する他、新たに夏に宿泊行事を計画したい。また、２９年度は合同夏

祭りは憩いの家が担当となる為、地元住民や他の部署の職員や利用者と交流する機会と

したい。 

その他活動について、就労に近い方を対象とした座学や地元企業等における施設外実

習、卒業後一般就労された方を対象とした相談等も実施していきたい。 

 

    ＊ 利用定員     １日  ２０名（平均 １６名 目標） 

＊ 月平均工賃目標  １５,０００円（期末手当を含めて） 
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○ 相談支援事業（飛騨市障がい者生活支援センター） 

 

   サービス等利用計画の作成に係る相談支援事業については、特定相談支援事業として、

市町村の指定を受け、指定特定になった事業者は市の委託を受けることができるように

なっており、以前は対象外であった児童についても、児童のサービス等利用計画作成に

ついて指定障害児童相談支援事業の対象となっている。以前は、サービス等利用計画作

成の対象となる方は限られており、受け持つ件数も限られていたが、平成２４年度の改

正で大幅に範囲を広げられ、全ての該当者が平成２６年度末までに計画作成をしないと

現行のサービスが利用できないとされて以降増減を繰り返しながらも件数が増え続けて

おり、成人・児童合わせて１４０名強のサービス等利用計画・障害児利用支援計画を作

成している。モニタリングは月５０件程度あり、毎月１０件弱の相談支援利用支援給付

対象の計画作成業務に加え、給付対象本人以外の家族についても支援が必要な、複合的

で複雑な案件が増えてきている。 

障害児相談支援については、保育園機能を強化する方針が飛騨市として打ち出され、

児童発達支援の利用者が減少傾向にあるが、重症心身障害者に対する支援の拡大や、児

童発達支援を利用していた小学生への福祉サービス等の紹介を積極的に行なっていく事

で障害児相談支援総数としては前年度並みを見込んでいる。幼児期・児童期などの早期

段階から児童に関わっておく事は保育園入園、小学校入学などのタイミングで支援体制

や環境が大きく変わる中で、将来に渡って切れ間なく支援を継続するために大切な事業

であり、平成２９年度は、直前まで保育園の園長をしていた職員を相談支援で起用し、特

に障がい児童に対しての相談を手厚くしていきたいと考える。 

一般的な相談については、憩いの家とある意味合体してサービス提供することで、相

談件数が増えたことは間違いなく、社会情勢等からも、更に相談は増えるであろうと思

われる。身体・知的・精神・障がい児童に関わらず相談業務に従事していきたいと考え

る。また、平成２８年度から始まった飛騨市の月に１回の自殺予防事業である「こころの

相談室」は変わらず継続していきたいと思う。相談件数が増えているのと同時に虐待問

題や複合的で困難なケースが増大しており、行政をはじめ各種関係機関とも連携を密に

しながら解決を図るように進めていきたい。 

更に、生活支援センターとしてどのような形であるべきなのか、行政や他機関とも協

議しながら進めていきたいが、平成２７年から生活困窮者自立支援法が施行されたこと

から、そうした分野の相談についても明らかに増えている現状もあり、総合的な相談業

務についても担っていくべきとの考えもある。将来的にもこの事業は重要であるので、

今後も飛騨市との連携を密にしながら進めて行く。 

 

＊ 利用定員は特にない。 

＊ 特定相談支援及び障害児相談支援の月平均モニタリング件数 ５５件／月 目標 
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○ 保育所事業（増島保育園） 

 

「増島保育園」については、平成２６年度で第１期の指定管理を終え、平成２７年度より

５年間の第２期指定管理期間となり平成２９年度で３年目に入り、トータルで６年目の運

営となる。平成２９年度も保育園の公民関係なく、増島保育園が、飛騨市の保育園全ての

模範となるよう、市の担当部署や他園との連携を密にして運営していく。 

 保育にあたっては、「増島保育園平成２９年度保育課程」をもとに実施していくが、児

童の最善の利益を考慮して、その福祉の積極的な増進に努める。 

 また、保育目標には、「素直でたくましい心豊かな子に」を掲げ、以下４つの柱を中心

に運営していく。 

１、 元気な子ども 

① 歩く、走る、跳ぶなど戸外での活動を楽しむ。 

② 運動や休息、栄養をとり、規則正しい生活を送り、自らが安全を守るような生活

習慣を身に付ける。 

③ くつろいだ雰囲気の中で、情緒が安定し、意欲的に遊ぶ力を育む。 

２、 仲のよい子ども 

① 積極的に遊びや生活ができるようにし、自主協調といった社会生活の基礎となる

ような態度を養う。 

② 相手の人権を尊重し、思いやりのある心を育てる。 

３、 身辺処理のできる子 

① 食事、排泄、睡眠、着脱衣、清潔などの正しい習慣を繰り返し自立の芽生えを養

う。 

② 身のまわりの簡単なことは自分で処理する力を育む。 

４、 考える子ども 

① 生活の中で、言葉への興味や関心を育て、豊かな情操、思考力、表現力の基礎を

培う。 

② 自然の世界に多くふれ、豊かな体験を通して自分なりに物を見たり、感じたりし

て豊かな感性と創造性の芽生えを培う。 

③ 知的興味や関心を育て、思考力、認識力を培い、科学的に観察するようにする。 

④ 飛騨市の文化や人、自然に触れ合う。 

 

   特色ある保育としては、体力づくり（園外保育、昔あそび、体育あそび、和太鼓活動 

お手伝い活動）心づくり（絵本の読み聞かせ、縦割り活動、茶道教室、食育活動、農園活

動、地域交流、異文化交流）物づくり（廃材コーナー遊び、どろんこ遊び、ビオトープ遊

び、園庭の自然物での製作）等を中心に行なう。 

   特に、他園では取り入れていない和太鼓活動は、体力づくり、リズム感、協調性を養

うことができる。 

   特別な保育としては、統合保育を実施し、障がいを持つ児童を集団の中で保育するこ

とによって、その発達を援助し、また、統合児に小集団の中で刺激のある活動を経験さ

せることにより心身の発達を促していくという狙いの下、毎月１回小集団保育（ぬくぬ

く）を取り入れていく。その他に、近年増加傾向にある気になるお子さんを保育園全体

で支援するしくみとして平成２６年度から実施しているＭＯＣ[ますしまオリジナルチ

ェック]（外部評価はないが、平成２６年度より実施し、支援の共通理解と保育士の支援
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の技術力の向上につながっており、クラスや子どもたちが変わってくるようにしている。）

は、飛騨市内の保育園でも高く評価され、平成２９年度からは本園のＭＯＣをもとに新

たな個別支援計画を作成し、本園がリーダーとなり飛騨市の保育園の障がい児保育及び

気になるお子さんの支援の底上げをしていくようにする。 

   また、相談支援事業の職員が統合担当保育士と協力して相談業務に当たるなど連携を

密にし、保護者の方の子育て支援にもつなげていく。 

   その他、一時預かり保育、特定保育など希望される保護者のニーズに答え、できるだ

け受け入れるようにしていく。また、飛騨市では平成２８年１月より休日（日曜日及び

国民の祝日に関する法律に規定する休日）においても保育が必要な児童を保育すること

により、保護者の子育てを支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的に、

飛騨市内全ての児童を対象とした休日保育所を宮城保育園内に開設し、市内の全保育園

が交代制で担当するようにしたところであるが、平成２９年度も増島保育園として引き

続き協力していく。 

以前より課題となっていた自園調理給食については、飛騨市にて厨房の改修工事が当

初予定より相当遅れて完成したが、平成２９年度本格的にしっかり稼動できるようにし

ていきたい。 

   保育環境については、施設の温度、湿度、換気、採光、音等を常に適切な状態に保持す

るよう留意すると共に、施設内外の設備、用具等の適切な管理に努める。また業者によ

る園内清掃も実施し、きれいな園舎で安全、安心な保育が提供できるようにしていく。 

   衛生管理では、全園自園給食を提供することもあり、マニュアルについて見直しを行

い、それを基にした清潔への習慣が身に付くよう配慮する。また、清掃薬品や消毒薬等

は施錠できる場所、児童の手の届かない場所へ保管し、安全の確保と事故防止に努める。 

   個人情報については、児童、保護者の個人情報を取り扱うことになるため、飛騨市個

人情保護条例を遵守し、外部へ流出することのないよう努め、紙面の情報に関しては、

施錠可能な書庫等で管理するほか、データに関しては、園外へ持ち出さない、パスワー

ドをかける等、管理を徹底する。さらに、マニュアルに基づいた職員共通の対応を行う。 

   防災等の危機管理については、飛騨市防災対策を踏まえ、防災計画を策定し、総合防

災訓練の実施、定期的な避難訓練を行うと共に、火災だけでなく、地震や風水害に備え

た防災計画を策定し、有事の際に備える。また、平成２９年度中には、事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）を作成し、内容を職員の他、園児保護者にも周知徹底を図り、出来れば小学校及

び地域を巻き込んだ防災訓練を実施していきたい。 

   地域との連携については、地域住民からの意見を聴取したり、「古川ほった森ふるさと

福祉村」など地域との交流を大切にしながら地域とのむすびつきの強化を図り、園児が

地域のイベントに参加することにより、増島保育園が地域の社会資源となり、市の活性

化につながるよう努力していきたい。 

   平成２７年度より飛騨市においても「子ども・子育て支援新制度」がスタートし３年

目を迎える。新制度では特に児童の幸せを第一に考え、親も喜びと生きがいを持って子

育てに取り組み、親として責任を果たせるよう共に成長していく、地域や社会が子育て

の負担や不安等を和らげることを通じて、保護者が子どもと向き合える環境を整える、

といった制度の趣旨を基本に、保護者とのつながりを大切にし、保育サービスの質を向

上させる努力をしていく。さらに、職員についても、吉城福祉会職員としての自覚を持

ち、他の職員とも共通認識を持って信頼関係を築いていけるように努力していきたい。 

   今後の課題としては、認定こども園等、国の示す保育の大きな流れがあるが、将来的

に、社会の状況や保護者のニーズに合わせて柔軟に対応できるよう研究を進めていきた
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い。また、慢性的な保育士不足が解消できるような手立ても法人全体で考えていく必要

があると考える。 

 

   保育園の運営にあたっては、適正な支出管理に努め健全な経営を基本とし、制度に沿

ったきめ細かな運営や保育ニーズに適合した良質なサービスが常に提供できるよう、各

種研修会や勉強会等を積極的に実施し、職員個人のレベルアップと保育園全体の向上を

目指す。 

    

＊ 利用定員      ０歳     １０名 

１～２歳     ３０名 

３歳     ６０名 

４歳     ６０名 

             ５歳     ６０名        合計 ２２０名 

 

 

 

 


